
 

 

 

 

 
 

 

夏休みの短縮と「二期制」の導入について 
 

 
学校前の道路について、警察署から安全確保のための連絡が入っています。 
一つ目は、一方通行道路の確認についてのお願いです。 
学校前の道路には、７時３０分から８時３０分までの間、一方通行のために車が入ってくることのでき

ない道路が３か所あります。下の地図の青丸３カ所の道路が時間により一方通行となりますが、気付かな
い運転手の方が多く見られます。郡山警察署からは、事故防止のために保護者の皆様に一方通行の確認を
行ってほしいというお話がありました。また、今後、一方通行の道路に定期的に警察署の方が立ち、啓発
活動を行うということです。 
二つ目は、学校正門前道路で、子どもの降車をご遠慮いただきたいというお願いです。 
学校正門前道路の赤線で囲んだ範囲で子どもを降車しているため、他の車の通行や周辺住民の通行の妨

げになっているということです。郡山警察署からは、学校正門前道路で他の車の通行の妨げにならないよ
うに周知してほしいというお話がありました。子どもを降車させる際は、駐車場を利用していただくか、
停車する車が集中しないよう少し離れた場所で降車させる等の対応をお願いいたします。 
なお、駐車場を利用する際も、子どもに接触することのないよう安全確認をお願いいたします。 

 

 
本校では、子どもたちの

登下校時の安全を「見守り
隊」の方々が毎日見守って
くださっています。 
見守り隊の方々は、朝、交

通量が多い横断歩道等に立って誘導してくださると
ともに、下校時刻に合わせて低学年の子どもたちの
下校に付いてくださっています。また、昨年度から
は、横断歩道に立ったり下校に付いたりできなくて
も、都合のつく際に見守ってくださる「ながら見守
り」の方々にも安全確保にご協力いただいています。 
見守り隊の皆様や地域の皆様、そして保護者の皆

様のご協力のおかげで、令和４年度は、登下校中の
交通事故・不審者による被害事故ゼロを実現することができました。 
何よりも大切なのは、子どもたちの安全です。令和５年度も、見守り隊の皆様にご協力いただきながら、

交通事故・不審者による被害事故ゼロをめざしていきます。保護者の皆様、ご家庭でも交通ルールの確認
をし、自転車に乗るときや道路を歩行するときの約束等を話し合ってくださいますようお願いいたします。 
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